
居宅介護支援事業所 ＾事項説明書 ［令和6年4月1日現在］

1. 当事業所が提供するサー ビスについての相談窓口

電話 (0564-83-5536) （月～金曜日 08: 30~17 : 30) 

担当 介護支援専門員 都築尚希 ／管理責任者 都築尚希
ご不明な点は、何でもおたずねください。

2. 居宅介護支援事業所の概要

(1) 居宅介護支援事業所者の指定番号およびサー ビス提供地域

事業所名 居宅冠隻支援声嘉フ分
所在地 愛知県額田郡幸田町大字野場字常口19番地

事業所の指定番号 居宅介護支援事業 （ 愛知県 第2376000606号）

サ ー ビスを提供する 幸田町、岡崎市、西尾市、蒲郡市

疇疇※

※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。

(2) 事業所の職員体制

管理者 1名 主任介護支援専門員 1名（管理者と兼務）

(3) 営業時間
月～金曜日 午前8時30分から午後 5時30分まで

（土曜・日曜・12月3 1日～1月3日は休業）

(4) 事業計画及び財務内容について

事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、求め

があれば閲覧することができます。

3. 居宅介護支援申込みからサー ビス提供までの流れ

付属別紙2「サー ビス提供の標準的なながれ」参照

4. 利用料金

(1) 利用料（ケアプラン作成料）

要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はあり

ません。 ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介

護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサー ビス提供証明書を発行いたします。 こ

のサー ビス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。

（居宅介護支援利用料）

（ア）介護支援専門員取扱件数45件未満の場合

要介護1. 2 1, 0 8 6単位 要介護3·4·5 _____L___1__l_J単位

（イ）介護支援専門員取扱件数45件以上60件未満の場合

要介護1. 2 5 4 4単位 要介護3. 4. 5 7 0 4単位

（ウ）介護支援専門員取扱件数60件以上場合

要介護1 • 2 326里位 要介護3 • 4 • 5 422里｛立












